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設工認申請の概要

本申請は、原子炉冷却系統施設のうち2次ヘリウム冷却設備のうち2次ヘリウム循環
機に係る回転数制御装置の更新に関するものである。

原子炉冷却系統施設は、次の各設備から構成される。
(1) 一次冷却設備
(2) 二次冷却設備
(3) 非常用冷却設備
(4) その他の主要な事項

上記のうち、(2) 二次冷却設備は、次の各設備から構成される。
イ．2次ヘリウム冷却設備
ロ．加圧水冷却設備

上記のうち、イ．2次ヘリウム冷却設備は、次の各設備から構成される。
a．2次加圧水冷却器
b．2次ヘリウム循環機
c．2次ヘリウム配管(二重管)
d．2次ヘリウム主配管(単管)
e．主要弁

今回の申請範囲は、b．2次ヘリウム循環機の一部である周波数変換器に関するもの
である。なお、周波数変換器は回転数制御装置に収納する。
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設計条件及び設計仕様

運転状態に応じた2次冷却材の循環流量を確保するため、2次ヘリウム循環機の回転
数を可変させることのできる周波数変換器を設ける。

周波数変換器形式 ＩＧＢＴインバータ

仕様
定格出力電圧：三相交流0～480V
定格出力周波数：0～500Hz

制御方式 Ｖ／Ｆ制御

本申請に係る周波数変換器の仕様を以下に示す。なお、周波数変換器は2次ヘリウ
ム循環機回転数制御装置に収納する。周波数変換器については、同一仕様品又は同
等以上の性能を有するものと交換できるものとする。

【設計仕様】

【設計条件】

既設工認申請書における周波数変換器の設計仕様を参考資料1に示す。
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1次ヘリウム循環機4台、2次ヘリウム循環機1台の合計5台のヘリウム循環機を有しており、更新する制御装置
は2次ヘリウム循環機用の回転数制御装置である。また、1次加圧水冷却器のみで熱交換を行う単独運転モー
ド、 1次加圧水冷却器並びに中間熱交換器により熱交換を行う並列運転モードを有しており、各々に対し定格運
転モード及び高温試験運転モードの選択が可能である。 2次ヘリウム循環機用の回転数制御装置は、並列運
転モードで使用する。

回転数

制御

装置

回転数

制御

装置

回転数

制御

装置回転数

制御

装置

回転数

制御

装置

回転数制御装置の構成

更新対象
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ヘリウム循環機の回転数を制御することで必要な流量を確保することを目的とした回転数制御装置*は、プラント制御系からの回
転数と比例関係にある周波数を周波数変換器にて調整することで、ヘリウム循環機の回転数を制御する。この時、過電流防止の
観点から電圧も同時に調整する。なお、周波数と電圧を一定の比率で調整することをV/F制御という。

2次ヘリウム循環機回転数制御装置の機能

回転数制御装置機能説明図

*：2次ヘリウム冷却設備に係る安全上の機能別重要度：ＰＳ－３、耐震重要度：Ｃクラス

回転数制御装置

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ回路

周波数変換器（IGBTｲﾝﾊﾞｰﾀ）

商用電源（440V,50Hz）

Ｍ

半導体ｽｲｯﾁ

ｺﾝﾊﾞｰﾀ部

ｲﾝﾊﾞｰﾀ部ｲﾝﾊﾞｰﾀ部

ﾍﾘｳﾑ循環機

プラント制御装置

流量計 実流量の計測

流量制御目標値と
実流量を比較

回転数の増減指令

回転数が変わることによる流量の変化
回転数の増減

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ制御回路
Ｖ／Ｆ制御回路

IGBTの動作指令

三相交流電圧の出力

プラント制御系

・回転数に応じた周波数の算出
・Ｖ／Ｆを一定に保つことで過電流を防止

直流電圧への変換



回転数制御は、 IGBTのスイッチング速度により周波数を変更することで行う。

また、過電流を防止する観点から、周波数と電圧の比率を一定に保つことが不可
欠である。具体的には、過電流を防止する対策として、リアクタンス（直流回路の
抵抗にあたるもの）の低下に併せ電圧を低減させることで、過電流とならないよう
に制御している（リアクタンスを抵抗としたオームの法則）。また、リアクタンスは周
波数と比例関係にあり、周波数を減少させた場合、リアクタンスも小さくなることか
ら、過大な電流が流れることを防止するため電圧も減少させる。

回転数制御における過電流の防止

Ｘ（ﾘｱｸﾀﾝｽ）

Ｉ（電流）

Ｖ（電圧）

X=2πｆ･L
ｆ：周波数
L：ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ（一定）
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Ｉ =
Ｖ

Ｘ

一定とした場合

周波数（f）低下に伴いﾘｱｸﾀﾝｽ（X）小
増大

直流回路の抵抗に相当

オームの法則の適用

電圧と周波数を一定に保つ必要性
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周波数変換器は回転数制御装置内に収納されており、コンバータにより商用電源である交流電圧を直流電圧
に変換した後、ヘリウム循環機が要求する回転数に応じた三相交流電圧に変換（VVVF：可変電圧可変周波数）
する装置である。
本更新においては、周波数変換器のスイッチング方式をGTOｻｲﾘｽﾀ*1方式からIGBT*2方式に変更することとな
るが、スイッチの動作方式を変更するのみであり、電動機（ヘリウム循環機）が要求する回転数に応じ算出される
出力電圧及び出力周波数は、既設の周波数変換器の出力値と変わらない。なお、IGBTはGTOｻｲﾘｽﾀと比べ、ス
イッチング速度が速く駆動電力が小さい等の利点を有し、鉄道業界等の一般産業界に広く普及している。
なお、スイッチング方式を変更する同等性については、仕様並びに性能に差異が無いことを以って確認する。

周波数変換器に係るスイッチング方式

*1：Gate Turn-Off thyristor
*2：Insulated Gate Bipolar Transistor

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ方式
GTOｻｲﾘｽﾀ方式
（更新前）

IGBT方式
（更新後）

変更する
半導体スイッチ

 

直
流
電
圧 

サイリスタ 

回転数 

ＶＶＶＦ 

凡例： 
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赤枠：更新に伴い周波数変換器の性能に変更が生じる項目

項目 既設の回転数制御装置の仕様 更新後の回転数制御装置の仕様

盤電源

電源電圧
3φAC440V

許容変動範囲：+10%,－20%(352V～484V)
3φAC380V～440V

許容変動範囲：+10%,－15%(323V～484V)

電源周波数
50Hz

許容変動範囲：±2.5Hz(47.5Hz～52.5Hz)
50Hz

許容変動範囲：±2.5Hz(47.5Hz～52.5Hz)
制御電源
電圧

DC100V
許容変動範囲：±20%(80V～120V)

DC100V
許容変動範囲：±20%(80V～120V)

周囲条件 温度0℃～40℃ 温度－5℃～＋40℃

定格
出力

容量 約375kVA 445kVA

電圧 3φAC約50V～430V 3φAC0V～480V

周波数 0～200Hz 0～500Hz

最大出力電流 約850A 878A

効率 95%以上 95%以上

出力周波数精度 ±1.0% ±0.2%以下

制御方式 V/F制御（精度±10%） V/F制御（精度±10%）

周波数変換器の形式 GTOｻｲﾘｽﾀｲﾝﾊﾞｰﾀ IGBTｲﾝﾊﾞｰﾀ

重量 1700kg 1600kg

回転数制御装置に係る同等性（型式変更）

既設の回転数制御装置は、仏国メーカの制御装置であり更新後の回転数制御装置と同様、製作メー
カの既製品（型式：E300487）であり、更新する回転数制御装置についても、製作メーカの既製品（型式：
FRN315G1S-4J）である。更新する回転数制御装置の製品カタログ（抜粋）を参考資料2に示す。なお、
更新後において、既設の回転数制御装置の性能を下回る仕様変更は生じないことから、事業者品証に
基づく調達管理にて同等性を確認する。
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今回は、周波数変換器を含む回転数制御装置を更新するものであり、ヘリウム循環機本体、
プラント制御系及び電源系統は更新しない。更新後においては、使用前検査*と同様にプラント
制御系及びヘリウム循環機本体を組み合わせた作動検査を実施し、流量制御に係る性能が更
新前と同等であることを確認する。

回転数制御装置に係る同等性（制御性能）

* ： 申請番号：3原研53第1号
受検年月日 ：平成9年1月31日
使用前検査番号：359

2次ヘリウム循環機を起動し、2次加圧水冷却器のヘリウム流量が定格

流量であることを確認している。

2次ヘリウム循環機を起動し、手動により任意の回転数まで上昇させたと

きに、その回転数に維持できることを確認する。また、回転数を自動で上

昇させたときに、ヘリウム流量が流量目標値に制御できることを確認する。

使用前検査

使用前事業者検査
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工事フロー
 

現地搬入 

完了 

凡例 

    

本申請に係る工事が本申請書に従って行われ

たものであることの確認に係る検査 

：作動検査 

：適合性確認検査 

：品質管理検査 

※1：品質管理検査は工事の

状況等を踏まえ適切な

時期で実施する。 

※1 

現地 

機能及び性能の確認に係る検査 

資材入手（既製品） 

据付工事 
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工事工程

年度

項目

令和4 令和5

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

原子炉冷却系統施設のう
ち
2次ヘリウム循環機のうち
回転数制御装置

作・適

(1) 構造、強度及び漏えいの確認に係る検査
該当なし

(2) 機能及び性能の確認に係る検査
作：作動検査

(3) 本申請に係る工事が本申請書に従って行われたものであることの確認に係る検査
適：適合性確認検査、品：品質マネジメントシステム検査(※1)
※1：品質マネジメント検査は、工事の状況等を踏まえ適切な時期で実施する。
注記1：検査時期は、工事計画の進捗により変更となる場合がある。
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使用前事業者検査項目

検査項目 内 容

作動検査
定格運転かつ並列運転、高温試験運転かつ並列運

転の各運転モードにおいて、2次ヘリウム循環機を起

動し、手動により任意の回転数まで上昇させたときに、

その回転数に維持できること。

また、回転数を自動で上昇させたときに、ヘリウム流

量が各運転モードに対応する流量目標値（定格運転か

つ並列運転：約12.8t/h、高温試験運転かつ並列運転：

約10.8t/h）に制御できること。
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技術基準規則との適合性

(冷却設備等)

第二十八条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
ただし、試験研究用等原子炉の安全を確保する上で支障がない場合にあっては、この限りでない。

一 原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材その他の流体を循
環させる設備

（後略）

2次ヘリウム循環機回転数制御装置の更新において、運転状態に応じた2次冷却材の循環流
量を確保するため、2次ヘリウム循環機の回転数を可変させることのできる周波数変換器を設け
ることとしており、第1項第1号に適合する設計となっている。

【技術基準規則】

【適合性】
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原子炉設置許可申請書との整合性について

設工認申請書の設計条件及び設計仕様は、「周波数変換器の形式」に係る記載を
除き、原子炉設置変更許可申請書の内容に整合するものである。なお、「周波数変
換器の形式」については、原子炉設置変更許可申請書の添付書類八の記載をＩＧＢ
Ｔインバータに変更する予定である。

原子炉設置変更許可申請書（添付書類八）の記載 設工認申請書（設計仕様）の記載
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技術基準規則との適合性に係る説明の必要性について（1/4）

技術基準規則
説明の必要性の有無
（無の場合はその理由）

適合性

第 1 、 2

条
適用範囲、定義

無
・更新対象に係る要求なし。

－

第3条 特殊な設計による試験研究用等原子炉施設
無
・該当なし。

－

第4条 廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持
無
・該当なし。

－

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤
無
・該当なし。

－

第6条 地震による損傷の防止
無
・耐震重要施設に非該当。

－

第7条 津波による損傷の防止
無
・津波対策に係る要求なし。

－

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止
無
・外部からの衝撃に係る要求なし。

－

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入
等の防止

無
・該当なし。

－

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能
無
・該当なし。

－

第11条 機能の確認等
無
・該当なし。

－

第12条 材料及び構造
無
・該当なし。

－

第13条 安全弁等
無
・該当なし。

－

第14条 逆止め弁
無
・該当なし。

－

第15条 放射性物質による汚染の防止
無
・該当なし。

－

第16条 遮蔽等
無
・該当なし。

－
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技術基準規則との適合性に係る説明の必要性について（2/4）

技術基準規則
説明の必要性の有無
（無の場合はその理由）

適合性

第17条 換気設備
無
・該当なし。

－

第18条 適用
無
・更新対象に係る要求なし。

－

第19条 溢水による損傷の防止
無
・溢水対策に係る要求なし。

－

第20条 安全避難通路等
無
・該当なし。

－

第21条 安全設備
無
・該当なし。

－

第22条 炉心等
無
・該当なし。

－

第23条 熱遮蔽材
無
・該当なし。

－

第24条 一次冷却材
無
・該当なし。

－

第25条 核燃料物質取扱設備
無
・該当なし。

－

第26条 核燃料物質貯蔵設備
無
・該当なし。

－

第27条 一次冷却材処理装置
無
・該当なし。

－

第28条 冷却設備等
有
・第1項第1号を除き、更新対象に係る要求なし。

P9に示すとお
り。

第29条 液位の保持等
無
・該当なし。

－

第30条 計測設備
無
・該当なし。

－

第31条 放射線管理施設
無
・該当なし。

－
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技術基準規則との適合性に係る説明の必要性について（3/4）

技術基準規則
説明の必要性の有無
（無の場合はその理由）

適合性

第32条 安全保護回路
無
・該当なし。

－

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統
無
・該当なし。

－

第34条 原子炉制御室等
無
・該当なし。

－

第35条 廃棄物処理設備
無
・該当なし。

－

第36条 保管廃棄設備
無
・該当なし。

－

第37条 原子炉格納施設
無
・該当なし。

－

第38条 実験設備等
無
・該当なし。

－

第39条
多量の放射性物質等を放出する事故の拡大
の防止

無
・該当なし。

－

第40条 保安電源設備
無
・該当なし。

－

第41条 警報装置
無
・該当なし。

－

第42条 通信連絡設備等
無
・該当なし。

－

第43条
～第52条

第三章 研究開発段階原子炉に係る試験研究
用等原子炉施設に関する条項

無
・該当なし。

－

第53条 適用
無
・更新対象に係る要求なし。

－

第54条 原子炉冷却材圧力バウンダリ
無
・該当なし。

－

第55条 計測設備
無
・該当なし。

－
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技術基準規則との適合性に係る説明の必要性について（4/4）

技術基準規則
説明の必要性の有無
（無の場合はその理由）

適合性

第56条 原子炉格納施設
無
・該当なし。

－

第57条 試験用燃料体
無
・該当なし。

－

第58条
多量の放射性物質等を放出する事故の拡大
の防止

無
・該当なし。

－

第59条 準用
無
・更新対象に係る要求なし。

－

第60条
～第70条

第五章 ナトリウム冷却型高速炉に係る試験
研究用等原子炉施設に関する条項

無
・該当なし。

－
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【参考資料1】既設工認申請書における周波数変換器の設計仕様

認可番号：4安(原規)第47号
認可日 ：平成4年4月9日
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【参考資料2】製品カタログ


